
                           見積仕様書 

 

 

１．業 務 名 

    車両整備等業務 

 

２．業務場所 

         群馬県沼田市上原町１６８２ 独立行政法人水資源機構沼田総合管理所又

は受注者の営業所等とする。 

車両の受け渡し・引き取りは受注者が発注者の沼田市内の事務所に出向い

て行うものとする。 

 

３．業務期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

車両の受け渡し・引き取りについては、発注者と受注者が自動車検査証の

有効期間満了日を超えない範囲で協議のうえ決定する。 

 

４．業務内容 

1)自動車継続検査等の実施 

車  名 車両番号 型 式 

 日産アトラス  群馬46て3528  U-AMF22 

 三菱マイクロバス  群馬200さ1251  PA-BG64DG 

スバルフォレスター  群馬800そ2491  5AA-SKE 

ホンダステップワゴン 群馬800せ2096  DBA-RK2 

 ホンダアクティ軽トラック  群馬41の6387  V-HA4 

トヨタサクシード  熊谷400つ1556  DBE-NCP165V 

  上記、日産アトラス外５台について、次の業務を実施する。 

① 自動車継続検査 

自動車点検基準（昭和 26 年 8 月 10 日運輸省令第 70 号）に定める項目 

   について実施する。 

②オイルフィルター及びエンジンオイルの交換 

オイルフィルターは、メーカー純正品と同等以上とする。 

エンジンオイルは、ホンダアクティ軽トラック、日産アトラストラック、

   三菱マイクロバスについてはAPI規格CF以上、SAE10W-30の範囲とし、スバ

   ルフォレスター、ホンダステップワゴン、トヨタサクシードについてはA

   PI規格SN粘度0W-20の範囲とする。なお、エンジンの容量は車両一覧（別

2023014
テキストボックス




   添）のとおりとする。 

③マニュアルトランスミッションオイル、ディファレンシャルオイル、フロ

ントデフオイル及びトランスファギアオイルの交換（三菱マイクロバス

のみ実施） 

API 規格 GL-5 粘度 SAE80 とする。 

④タイヤ交換（三菱マイクロバスのみ実施） 

スタッドレスタイヤからノーマルタイヤへの交換（6 本交換のみ）、ノー 

マルタイヤからスタッドレスタイヤへの交換を、それぞれ年１回行う。 

 2）６ヶ月点検整備の実施        

        車  名 車両番号 型 式 

 トヨタサクシード  熊谷400つ1556  DBE-NCP165V 

  上記、トヨタサクシードについて、次の業務を実施する。 

① ６ヶ月点検整備 

自動車点検基準（昭和 26 年 8 月 10 日運輸省令第 70 号）に定める項目 

ついて実施する。 

②  オイルフィルター及びエンジンオイルの交換 

オイルフィルターは、メーカー純正品と同等以上とする。 

エンジンオイルは、API 規格 SN 粘度 0W-20 の範囲とする。なお、エンジ 

ンオイルの容量は車両一覧（別添）のとおりとする。 

3)１２ヶ月点検整備等の実施 

車  名 車両番号 型 式 

トヨタノア 群馬502ら7919 DBA-ZRR85G 

三菱パジェロ 群馬800せ1050 CBA-V97W 

スズキエスクード 群馬800せ1145 LA-TL52W 

トヨタハイラックスサーフ 納車前 納車前 

トヨタファンカーゴ 群馬500ゆ4617 UA-NCP20 

 上記、トヨタノア外４台について、次の業務を実施する。 

① １２ヶ月点検整備 

自動車点検基準（昭和 26 年 8 月 10 日運輸省令第 70 号）に定める項目 

ついて実施する。 

② オイルフィルター及びエンジンオイルの交換 

オイルフィルターは、メーカー純正品と同等以上とする。 

エンジンオイルは、API 規格 SN 粘度 0W-20 の範囲とする。なお、エンジ 

ンオイルの容量は車両一覧（別添）のとおりとする。 

  4)その他車両整備等 

上記 1）自動車継続検査等の実施、2）６ヶ月点検整備の実施、3）１２ヶ月



点検整備等の実施の結果、不具合箇所が確認された場合、発注者及び受注者

が協議のうえ、必要と認められれば部品交換等を実施することとし、これら

については変更契約の対象とする。この場合、受注者は部品交換等に係る参

考見積書を発注者へ提出し、発注者から承諾を受けた後に部品交換等を実施

する。 

また、業務期間中、車両に故障が生じた場合や消耗品等の交換の必要が生

じた場合等は、発注者の指示に基づき修理・交換等を実施することとし、こ

れらについては車両引取費用・納車費用を含め変更契約の対象とする。この

場合、受注者は修理に係る参考見積書を発注者へ提出し、発注者から承諾を

受けた後に修理・交換等を実施する。 

 

５．添付書類 

 車検証写し、自動車損害賠償責任保険証明書写し、参考見積書（様式）及び

車両の状況（参考資料）。 

 

６．その他 

  年度の途中で対象車両に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。 

 

  

以 上 



4月 5月 6月 11月 12月 2月 3月

ホンダ ｱｸﾃｨ軽ﾄﾗｯｸ （6387） 車検 ◎（5.11満了）

日産 ｱｽﾄﾗｽﾄﾗｯｸ （3528） 車検 ◎（11.30満了） 毎年

三菱 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ （1251） 車検 ●（3.09満了） 毎年

ホンダ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ （2096） 車検 ●（3.24満了）

トヨタ ﾊｲﾗｯｸｽｻｰﾌ 12ヶ月点検

トヨタ ノア （7919） 12ヶ月点検 ●（2.25満了）

三菱 パジェロ （1050） 12ヶ月点検 ●（3.03満了）

スズキ エスクード （1146） 12ヶ月点検 ●（3.30満了）

スバル フォレスター (2491) 車検 ◎（2.1満了）

牽引 オキトレーラーズ （1324） 車検 ◎（6.15満了）

トヨタ ファンカーゴ （4617） 12ヶ月点検 ●（12.18満了）

トヨタ サクシード （1556） 6ヶ月点検、車検 ●（9.12満了） ◎（3.12満了） 毎年

令和７年 令和８年
整備内容車両

Ｒ７年度 車両整備等予定












































